
智頭町震災に強いまちづくり促進事業

  木造住宅耐震診断事業

智頭町では、地震に対する住宅等の安全性の向上を図るため、平成12年5
月末以前に建築された住宅の耐震診断、耐震改修にかかる費用の一部を補助
します。
令和8年度から令和10年度まで、3年間限定で、補助率の引き上げを行い、

補助対象事業額を上限に全額補助を行います。

住宅の耐震化

0120-400-903

①耐震診断（市町村実施）
平成12年5月31日までに建築された木造一戸建て住宅（床面積280㎡以内、

階数2階以下）の所有者が耐震診断を実施するにあたり、町が耐震診断を行

う。

所有者負担：なし

③耐震改修設計
平成12年5月31日までに建築された木造一戸建ての住宅の耐震改修設計費用

の一部を補助する。

（耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものを対象とする。）

補助率：10/10

一戸あたり 補助対象事業額：320,000円 補助限度額：320,000円

④耐震改修
平成12年5月31日までに建築された木造一戸建ての住宅の耐震改修費用の一

部を補助する。

補助率：10/10

一戸あたり 補助対象事業額：1,750,000円 補助限度額：1,750,000円

令和8年度版

②耐震診断（所有者実施）

平成12年5月31日までに建築された木造一戸建て住宅の耐震診断費用の一部

を補助する。

補助率：10/10

一戸あたり 補助対象事業額：204,000円 補助限度額：204,000円



相談は随時受付ておりますが、予算に限りがあるため今年度中の申請受付が出来
かねる場合がありますので、ご了承ください。

【お問合せ先】智頭町役場 地域整備課 0858-75-4113

【耐震化のための専門家を派遣します】
智頭町では、住宅耐震化推進の取り組みの一つとして、鳥取県と協力して、

お住まいの耐震化のご相談内容に応じて専門家を派遣します。

費用の負担はありません。

対象の建物

・平成12年5月31日以前に建てられた建物

・木造2階建以下の一戸建ての住宅

対象者

・対象の建物の所有者等で、耐震化について相談されたい方

派遣する専門家

・建築士 ・宅地建物取引士 ・ファイナンシャルプランナー

鳥取県のホームページに木造住宅の耐震化を行う会社が公表されていますので、
参考にしてください。

【URL】 https://www.pref.tottori.lg.jp/94360.htm
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